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特　許　法

第
一
四
条
〜
第
一
七
条
の
二

張
及
び
そ
の
取
下
げ
、
出
願
公
開
の
請
求
並
び
に
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
請

求
以
外
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
各
人
が
全
員
を
代
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
代
表
者
を
定
め
て
特
許
庁
に
届
け
出
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
在
外
者
の
裁
判
籍
）

第
一
五
条　

在
外
者
の
特
許
権
そ
の
他
特
許
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
特

許
管
理
人
が
あ
る
と
き
は
そ
の
住
所
又
は
居
所
を
も
つ
て
、
特
許
管
理
人
が

な
い
と
き
は
特
許
庁
の
所
在
地
を
も
つ
て
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第

百
九
号
）
第
五
条
第
四
号
の
財
産
の
所
在
地
と
み
な
す
。

（
手
続
を
す
る
能
力
が
な
い
場
合
の
追
認
）

第
一
六
条　

未
成
年
者
（
独
立
し
て
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除

く
。）
又
は
成
年
被
後
見
人
が
し
た
手
続
は
、
法
定
代
理
人
（
本
人
が
手
続

を
す
る
能
力
を
取
得
し
た
と
き
は
、
本
人
）
が
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

代
理
権
が
な
い
者
が
し
た
手
続
は
、
手
続
を
す
る
能
力
が
あ
る
本
人
又
は

法
定
代
理
人
が
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

被
保
佐
人
が
保
佐
人
の
同
意
を
得
な
い
で
し
た
手
続
は
、
被
保
佐
人
が
保

佐
人
の
同
意
を
得
て
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

後
見
監
督
人
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
法
定
代
理
人
が
そ
の
同
意
を
得
な
い

で
し
た
手
続
は
、
後
見
監
督
人
の
同
意
を
得
た
法
定
代
理
人
又
は
手
続
を
す

る
能
力
を
取
得
し
た
本
人
が
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
続
の
補
正
）

第
一
七
条　

手
続
を
し
た
者
は
、
事
件
が
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に

限
り
、
そ
の
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
第
十
七
条

の
五
ま
で
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
き
、
願
書

に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
、
図
面
若
し
く
は
要
約
書
、
第

四
十
一
条
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
二
第
二

項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び

第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す

る
書
面
又
は
第
百
二
十
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一

項
の
訂
正
若
し
く
は
訂
正
審
判
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、

特
許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

２　

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
外
国
語
書
面
出
願
の
出
願
人
は
、
前
項
本
文

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
外
国
語
書
面
及
び
外
国
語
要
約
書

面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

特
許
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
手

続
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

手
続
が
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
九
条
の
規
定
に
違
反

し
て
い
る
と
き
。

　

二　

手
続
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
で
定
め
る
方
式
に
違

反
し
て
い
る
と
き
。

　

三　

手
続
に
つ
い
て
第
百
九
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
な
い
と
き
。

４　

手
続
の
補
正
（
手
数
料
の
納
付
を
除
く
。）
を
す
る
に
は
、
次
条
第
二
項

に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
手
続
補
正
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
補
正
）

第
一
七
条
の
二　

特
許
出
願
人
は
、
特
許
を
す
べ
き
旨
の
査
定
の
謄
本
の
送
達

前
に
お
い
て
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面

に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
条
の
規
定
に
よ

6

特　許　法

第
一
七
条
の
二
〜
第
一
八
条
の
二

　

三　

誤
記
の
訂
正

　

四　

明
り
よ
う
で
な
い
記
載
の
釈
明
（
拒
絶
理
由
通
知
に
係
る
拒
絶
の
理
由

に
示
す
事
項
に
つ
い
て
す
る
も
の
に
限
る
。）

６　

第
百
二
十
六
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
要
約
書
の
補
正
）

第
一
七
条
の
三　

特
許
出
願
人
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、

願
書
に
添
付
し
た
要
約
書
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
優
先
権
主
張
書
面
の
補
正
）

第
一
七
条
の
四　

第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三

条
の
二
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
優
先
権
の
主
張
を
し
た
者
は
、経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
限
り
、

第
四
十
一
条
第
四
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項

（
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
第

四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る

書
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
訂
正
に
係
る
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
補
正
）

第
一
七
条
の
五　

特
許
権
者
は
、
第
百
二
十
条
の
五
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
同
条
第
二
項
の
訂
正
の
請
求
書
に

添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

特
許
無
効
審
判
の
被
請
求
人
は
、
第
百
三
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
百
三
十
四
条
の
二
第
五
項
、
第
百
三
十
四
条
の
三
、
第
百
五
十
三
条

第
二
項
又
は
第
百
六
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間

内
に
限
り
、
第
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
訂
正
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂

正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３　

訂
正
審
判
の
請
求
人
は
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が

あ
る
前
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
理
の
再
開
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ

て
は
、そ
の
後
更
に
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
る
前
）
に
限
り
、

訂
正
審
判
の
請
求
書
に
添
付
し
た
訂
正
し
た
明
細
書
、
特
許
請
求
の
範
囲
又

は
図
面
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
続
の
却
下
）

第
一
八
条　

特
許
庁
長
官
は
、
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補

正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に

そ
の
補
正
を
し
な
い
と
き
、
又
は
特
許
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
が
第

百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
特
許
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
そ

の
手
続
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

特
許
庁
長
官
は
、
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
九
十
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
特
許
出
願
人
が

第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
そ
の
手
数
料
の
納
付

を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
特
許
出
願
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
適
法
な
手
続
の
却
下
）

第
一
八
条
の
二　

特
許
庁
長
官
は
、
不
適
法
な
手
続
で
あ
つ
て
、
そ
の
補
正
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
続
を
却
下
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
却
下
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
手
続
を
し
た
者
に
対
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